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本事務所通信は事務所の顧客さま、名刺交

換をさせていただいた方、ＦＡＸ番号、メール

アドレスを教え頂いた会社さんへお送りして

おります。不要の方はお手数ですがメール、

ＦＡＸ、電話等でその旨をご連絡下さいます

ようお願い申し上げます。 

雇用調整助成金の支給申請  

雇用調整助成金の支給申請は簡略化されたと

言え、やはり煩雑です。弊事務所では、支給申

請代行をお受けしていますが、全てのご依頼を

受けられない可能性があります。ご依頼頂ける

ときは早めにご連絡ください。 

社会保険労務士 丸山事務所 
〒330-0852 

埼玉県さいたま市大宮区大成町 １－５１５ 

所長 ：丸山 峰雄（特定社会保険労務士）

Tel・Fax : 048-637-4387 

e-Mail  : info@office-maruyama.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ : http://www.office-maruyama.jp

雇用調整助成金の特例
この助成金は本来、不景気や産業構造の変化に

より業績が上がらず一時的な休業や教育訓練また

は出向により社員の雇用継続を図った会社に休業

手当や賃金の一部を助成するものです。国は緊急

に新型コロナウイルスの影響で事業の縮小を余儀

なくされた会社はもとより、感染防止策として社

員を自宅待機させた会社にも特例を設ける策を採

りました。今回は、特例の特徴的なポイントを取

り上げて紹介します。 

 主な特例  

１）計画書の事後提出：感染の急激な拡大のた

めに計画書を作成する時間的余裕もなく休業の入

った会社も多々あります。そこで６月３０日まで

は計画書の事後提出が可能になりました。計画書

は給与の算定期間ごとに提出することが原則です

が、２回目以降の提出は不要になりました。また

計画書には通常は休業のための労使協定書を添付

しますが、労使協定を締結することが困難なとき

は確約書でよいとしています。 

２）対象社員：通常は雇用保険に６ヶ月間以上

加入している社員だけが対象でしたが、特例では

雇用維持を目的に新入社員・内定者、更に雇用保

険に加入できない社員も対象にしています。ただ

し、後者は本助成金ではなく緊急雇用安定助成金

の適用で期間も４月１日以降の休業が対象です。

教育訓練の加算はありません。 

３）助成率：通常は中小の会社に対しては休業

に対して８割の助成ですが、①解雇、雇止めがな

い、②社員数が１月２４日からの平均社員数の８

０％以上の２つの条件を満たせば、９割助成され

ます（今後、更に拡充が予定されています）。た

だし、一日の助成額は８，３３０円が上限ですの

で、休業手当の額によっては会社の負担が多くな

ります。 

教育訓練に対する加算も中小の会社では１，２

００円から２，４００円に拡充されています。 

４）休業規模：通常は休業等の延べ日数が中小

の会社では対象社員の所定労働日数の５％以上で

すが、これが２．５％以上に緩和されました。 

５）短時間休業：通常は全社員の１時間以上の

休業が助成の対象ですが、①部門毎、②常時配置

が必要な者以外、または③同じ勤務シフトの社員

一斉、の短時間休業も対象になりました。 

６）教育訓練：集合して行うことが困難なため

に形態が緩和され、更に内容も大幅に拡大されま

した。形態では、自宅等で行う学習形態（インタ

ーネット等を用いた e-ラーニングも可）も対象

となり、自社の社員を指導員とする教育訓練も認

められます。内容では、通常は業務に関連する知

識や技術の習得・向上を目的とするものに限定さ

れていましたが、①接遇・マナー研修、パワハ

ラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修などの一

定の知識・ノウハウを身につける教育訓練、②初

任者研修、③過去に行ったのと同一の教育研修、

も対象となりました。 

 助成額を増やせる教育訓練  

休業に対する助成額は一日１人当たり８，３３

０円が限度です。ところが教育訓練加算の２，４

００円はこの上限額に含まれません。環境が許せ

ば在宅勤務として通常の給与を支払い、ｅ－ラー

ニング等での教育訓練はお勧めです。新型コロナ

ウイルス収束後のＶ字回復を図るために社員の能

力を向上させ、さらに助成額を増やすことができ

ます。


